
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

●  ６月１０日  

１．５月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額・納期の特例を 

受けている者の住民税の特別徴収税額(前年１２月～５月分)の納付 

 

●  ６月１７日  

２．所得税の予定納税額の通知 

 

   ● ７月１日 

３．４月決算法人の確定申告 <法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・ 

(法人事業所税)・法人住民税> 

４．１月,４月,７月,１０月決算法人の３月ごとの期間短縮に係る確定申告 

<消費税・地方消費税> 

５．法人・個人事業者の１月ごとの期間短縮に係る確定申告  

<消費税・地方消費税> 

６．１０月決算法人の中間申告  

<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>（半期分） 

７．消費税の年税額が 400 万円超の１月，７月，１０月決算法人の 

３月ごとの中間申告 <消費税・地方消費税> 

８．消費税の年税額が 4,800 万円超の３月，４月決算法人を除く法人・個人

事業者の１月ごとの中間申告 

（２月決算法人は２か月分）<消費税・地方消費税> 
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 消費税は今後、次の通り 2019 年 10 月 1 日より 10 年をかけて、単一税率制度から複数税

率制度へ移行します。特に、日本型インボイス制度についてはご確認をお願い致します。 

 

１．2019 年 10 月 1 日 課税標準を 10％に引き上げ、8％の軽減税率の導入。 

 → 区分記載請求書等保存方式の導入 従来の記載事項に加え「軽減税率の対象品目で

ある旨」及び「税率ごとに合計した対価の額（税込）」が必要となる。 

 → 軽減税率の導入に伴い、売上税率の特例措置（4 年間）及び仕入税額の特例措置（1

年間）がとられる。 

 

２．2021 年 10 月 1 日より適格請求書（日本型インボイス）の発行事業者の登録受付開始 

 

３．2023 年 10 月 1 日より適格請求書等保存方式（日本型インボイス制度）の導入。 

 → 免税事業者等からの課税仕入れに係る経過措置の導入 

 → 2026 年 9 月 30 日まで免税事業者等からの仕入税額控除割合 80％ 

 → 2029 年 9 月 30 日まで免税事業者等からの仕入税額控除割合 50％ 

 → 2029 年 10 月１日より免税事業者等からの仕入税額控除不可 

 

川口市では 5 月 18 日(土)に『第 1 回川口花火大会』が川口市荒川運動公園にて開催されます。

昨年までは川口オートレース場で花火大会が開催されていましたが、本年は『改元』と『川口中

核市移行を記念』とする大会です。同時にグルメフェス♡ や和太鼓演奏なども催されるようです。

 私は毎年、東北震災復興花火大会のお手伝いに行っていますが間近で上がる花火は火薬のにお

いも感じられ迫力満点でとても綺麗です。 

暑からず寒からずのちょうどよい季節の花火大会、みなさまで是非お越し下さい。 

                                所員 菅野陽子 

 


